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【と　き】2月16日（火）～3月15日（月）

【ところ】役場3階　大会議室

～税金の申告の時期がやってきます。
　　　　　　　申告の用意をしておきましょう。～
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　農業所得の計算方法は、すべて収支計算（農業収入－
必要経費＝農業所得）になっています。営農口座取引集
計表、領収書などにより、収入と経費をまとめ、事前に
収支内訳書の作成をお願いします。
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　平成21年中に支払った医療費の領収書を集め、合計
額を計算しておいてください。
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・サラリーマンや年金収入だけの方でも
　　「住宅ローンなどを利用して、マイホームを新築・

購入・増改築したとき」
　　「多額の医療費を支払った場合」
　　「年の中途で退職し、再就職していない場合」など
確定申告すると源泉徴収された所得税が還付されるこ
とがあります。確定申告期間は２月16日からですが、
このような還付申告は１月から税務署で受け付けてい
ます。早めに申告すれば還付も早くなります。
　
国税庁ホームページの『確定申告書等作成コーナー』が
便利ですので、ご活用ください。
《国税庁ホームページ》http://www.nta.go.jp
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問い合わせ先　鳥取税務署　�22－2141（e‐tax）
　　　　　　　財　務　課　�73－1413
　　　　　　　住民生活課　�73－1415
 ������������ （住基カード・電子証明）

はじまります！確定申告

　平成21年分の所得税の確定申告書の提出を、本人の電子署名及び電子証明書を付して、平成22年１月４日（月）か
ら3月15日（月）の申告期限内までにｅ-Ｔａｘで行った場合、所得税額から最高5,000円（その年分の所得税額を
限度）が控除されます。
※なお、この控除の適用を受けることができるのは、平成19年分から平成22年分の間でいずれか１回であり、過去
にこの適用を受けられた方は再度受けることはできません。
　また、所得税の確定申告をｅ-Ｔａｘで行う場合、源泉徴収票や医療費の領収書、社会保険料・生命保険料控除等
の証明書等は、記載内容を入力して送信することにより、その書類の提出または提示を省力することができます。
（ただし、確定申告期限から３年間は、添付書類の提出または提示を求められることがあります。）

e-Tax　と　住基カード（電子証明入り）

☆事前に準備いただくもの
・インターネットのできる環境
・電子証明入り住基カード
・ＩＣカードリーダライタ（2,500円～4,000円程度で購入でき
ます。利用する電子証明書の仕様に合ったものを確認のうえ、
家電量販店やインターネット販売等でお求めください。）
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・ 詳細は国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の
「国税電子申告・納税システム（e-Tax）」をご覧くださ
い。また「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、e-
Tax用の申告データが作成でき、作成したデータを当コー
ナーから直接電子申告することができます。

・ 免許証・パスポート等公的証明書と印鑑（写真付
をご希望の場合、顔写真１枚。無帽、無背景で６ヶ
月以内に撮影されたもの）をご持参のうえ、役場
住民生活課住民係窓口で申請手続きを行ってくだ
さい。

・ 住基カードの交付は、申請から2、3週間かかり
ますので、��������	行ってください。
《住基カードの手数料は平成23年３月末まで
は無料です。》

・ 住基カード受領後、電子証明の申請手続きを行っ
てください。
《免許証・パスポート等公的証明書と電子証明
手数料500円が必要です》

開始届出書をｅ- Ｔａｘホームページの開始届出書作成・
提出コーナーから所轄の税務署にオンラインで提出して
ください（書面での提出もできます）。

税務署から利用者識別番号及び暗証番号の記載された通
知書がオンラインで発行（通知）されます。（書面で開始届
出書を提出された方には、書面で通知書が送付されます。）

e-Taxの初期登録（暗証番号の変更及び電子証明書の登
録）を通知書に記載された期限までに行ってください。
※e-Taxソフトは、e-Taxホームページから無償でダウン
ロードできます。

Step
3

Step
2

Step
1


